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保ててる？
心にゆとりと

� 車間距離
（兵庫）㈱新宮運送

上田 三枝子
（全国トラック交通共済協同組合連合会　令和 5 年度事故防止対策標語優秀賞）
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表紙写真：いさはや灯りファンタジア　諫早市役所前中央交流広場やアエル中央商店街周辺
毎年冬に開催、みんなで創って、みんなで楽しむ市民創造型のイベントです。
諫早に灯りがともる、ファンタジックでウキウキなイベント。スペシャルナイトでは、ボランティアの手作り灯明で
創る「巨大地上絵」が市役所前に出現！諫早市役所本館９階から眺める地上絵は絶景です。諫早の美味しいもの大集
合グルメ屋台や、地域のミュージシャンやパフォーマーの舞台イベントも楽しみながら、素敵な灯りを楽しめるロマ
ンあふれるイベントです！
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九 運 長 分 466号

令和 6年 9月 5日

公益社団法人　長崎県トラック協会会長　殿

九州運輸局　長崎運輸支局長

整備管理者定期研修の実施について

　標記研修を下記計画表のとおり実施しますので、関係事業者に対する通知並びに本研修についてご

協力をお願いします。

記

　

１ 　研修日時及び場所

　⑴　定期研修
期日・時間 開催地 場所（会場）

令和 ７年
１月24日㈮
　１4：00～16：30

佐世保市
定員140名程度

アルカス SASEBO　大会議室
佐世保市三浦町2-3
0956-42-1111

令和 ７年
１月27日㈪
　14：00～16：30

大村市
定員各150名

大村市　中央公民館
（コミュニティーセンター）大会議室
大村市幸町25-33
0957-54-3161

※受付１3：00～

注意事項

・事前に申込みが必要ですので、必ず期間内にお申込み下さい。申込みの無い方の受講はお断りいた

します。（当日、申込者を変更して受講することもできません。）

　また、送付された申込書に対する受理の連絡は致しません。

・定員数に達した時点で申込みの受付を終了します。

２　定期研修の申し込み問合せ先

　　長崎県トラック協会　業務課

　　　Tel　095－８3８－22８１　Fax　095－８39－８50８

整備管理者定期研修の実施について
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令和 6年度整備管理者定期研修申込書

「令和 ７年 １月1 0 日（金）必着」



国⼟交通省トラック荷主特別対策室主催

「トラック物流2024年問題」
に関するオンライン説明会【第16回】開催

「いつも荷待ちをさせられる
「こんな作業までさせられている。」
「運賃交渉に応じない。」

専⽤バナー（イメージ゜）中国運輸局ＨＰ

（ご提供している情報（⼀部））
・物流効率化法、貨物⾃動⾞運送事業法改正の内容
・標準的な運賃・料⾦改正、標準運送約款改正について
・トラック運送の原価計算、価格交渉（運賃交渉）ノウハウ・事例紹介
・各トラック運送事業者、荷主事業者等参加者の問題意識共有。取組みご紹介 など
運賃交渉に活⽤いただける資料なども提供しています︕

トラックＧメン活動ご報告

開催⽇時︓令和6年11⽉22⽇(⾦) 10:00,15:00（同⽇２回開催）

事前アンケートページ
開催の都度、物流改善に向けたアンケートを実施しています。是⾮ご協⼒ください。

直接参加⽤
⼆次元バーコード

などの荷主等の通報は
⽬安箱まで。

⻄⽇本４局トラックＧメン合同パトロールを実施︕
中国・四国・九州発の貨物の多くが納品される近畿地域の荷主に対し、現地調査の実
施とともに、「⽬安箱」に寄せられた「声」を荷主に届けるため、近畿運輸局の協⼒を得て
令和６年９⽉25,26⽇に、⼤阪市内において、⻄⽇本４局トラックＧメン合同パト
ロールを実施しました。

2⽇間で33箇所をパトロール。ヒアリングも実施し、荷主等に教⽰を⾏いました。

⻑崎運輸⽀局からのお知らせ



26.372 mm

QRコードまたは下記URLよりご視聴ください。

https://youtube.com/live/uxsi529e-Is

島崎 敢 氏 牧 丈二 氏 野藤 智 氏 小菅 律島田 裕之 氏

視聴方法

事前登録

プログラム　テーマ：業務ドライバーが安全運転をながく続けるために

パネルディスカッション

開会の辞  13:20-13:25

「運転寿命延伸のためのエビデンス」基調講演
13:25-13:50

国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター長
島田 裕之 氏

「機能低下とメタ認知」講演1
13:50-14:05

「高齢の業務ドライバーによる交通事故の状況」講演2
14:05-14:20

近畿大学生物理工学部准教授
島崎 敢 氏

警察庁交通局交通企画課交通安全企画官
牧 丈二 氏

「企業における安全運転管理と交通安全教育」講演3
14:20-14:35

株式会社ムジコ・クリエイト東京営業所長
野藤 智 氏

「高齢者の安全運転管理-研究からの示唆-」講演4
14:35-14:45

自動車安全運転センター 総務部調査役（調査研究担当）

小菅 律

コーディネーター　島田 裕之 氏
パネリスト   島崎 敢 氏 /牧 丈二 氏 / 野藤 智 氏/ 小菅 律

自動車安全運転センター 理事長　 種谷 良二

閉　　会  15:25-15:30

本シンポジウムでは任意での事前登録を受け付けています。ご登録いただきますとリマインドメールをお送りさせていただきます。
事前登録は下記URLまたは右のQRコードからお申し込みください。
https://forms.gle/HCZk3XtNavxXrmRz5

14:50-15:25

自動車安全運転センター
https://www.jsdc.or.jp/

安全運転をつくろう。

jidousya2024@alfanet.jp
自動車安全運転シンポジウム2024事務局

お問い合わせ

13:20～15:30
YouTube Live にてオンライン配信

業務ドライバーが安全運転をながく続けるために

自動車安全運転自動車安全運転
シンポジウム2024

どなたでもご参加
いただけます！

令和6年11月12日●火日　時

開催方法

主催：自動車安全運転センター 　後援：警察庁主催：自動車安全運転センター 　後援：警察庁

QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。



第64回
「正しい運転・明るい輸送運動｣ の実施

令和6年11月16日㈯～令和7年1月10日㈮

◎　交通・労働災害事故の防止 
◎　環境保全　　　　　　　　 
◎　輸送秩序の確立　　　　　

　全ト協においては、本年も国土交通省・警察庁の後援を得て、交通・労働災害事故の防止、環境保
全及び輸送秩序の確立を主軸とし、「正しい運転・明るい輸送運動」を展開することとなりました。
　長崎県トラック協会においても、これに呼応して次の実施計画により、本運動を実施することとし
ています。
　会員事業所におかれては、本運動の主旨を十分にご理解いただき、それぞれの職場の実態に即し、
効果的に推進していただきますようお願いいたします。

実 施 計 画
１ ．目　　的
　この運動は、交通・労働災害事故の防止、環境保全及び輸送秩序の確立により、円滑な輸送の達
成を図り、年末年始の輸送繁忙期における安全、安心な輸送サービスを提供することを目的とする。
２ ．運動期間
令和 6年１１月１6日㈯から令和 ７年 １月１0日㈮まで
３ ．主　　催
　全日本トラック協会（以下「全ト協」という。）並びに各都道府県トラック協会
４ ．後　　援
　国土交通省、警察庁
５ ．実施事項
　経営トップ、管理者及び従業員が一体となって、下記の項目を中心とした取り組みを行うものと
する。
⑴　飲酒運転の根絶
　運行管理者等は、国土交通省が令和 6年 3月に公表した「自動車運送事業者における飲酒運転防
止マニュアル」を踏まえ、同年 9月に全ト協が改訂した「飲酒運転防止対策マニュアル」を活用し、
運転者等に対するアルコール依存症への対応とともに、アルコール検知器の携行などによる酒気帯
びの有無の確実な報告等について指導を徹底する。
　また、令和 6年１0月から飲酒運転に対する処分基準が強化されることを踏まえ、交通対策委員会
で決議したトラックドライバーへの飲酒運転しないことの宣言書署名などの取り組み強化を図る。
⑵　追突事故及び交差点における事故防止の徹底
　運行管理者等は、事業用トラックにおける死亡・重傷事故の約 4 割を占める「交差点事故」、及
び高速道路での死傷事故の 6割強を占める「追突事故」を防止するため、全ト協制作の資料『プラ
ン2025目標達成セミナー～削減目標達成への取り組み～』※を活用し、交通事故実態に即した運転
者への指導・教育を実施し、交差点及び追突事故防止の徹底に努める。
　また、全ト協では、交差点左折時の９割近くが対自転車事故であることから、全ト協の安全装置
等助成事業対象装置で後付け装着が可能な「側方衝突監視警報装置」の普及促進を図る。
※全ト協ホームページURL
　資料『プラン2025目標達成セミナー～削減目標達成への取り組み～』
　　https://jta.or.jp/member/anzen/plan2025seminar.html
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⑶　過労運転防止の徹底
　運行管理者等は、令和 6年 4月適用の改正改善基準告示を遵守するとともに、繁忙期において
も無理な運行計画とならないよう、運行経路、運行時間、休憩地点等を含む適切な運行指示書の
作成や運行計画及び乗務割の作成を行い、点呼時等を活用し運転者の疲労、睡眠不足の状況等、
健康状態の確認を徹底し、過労運転防止に努める。
⑷　確実な点呼の実施
　経営者は、従業員の健康管理を徹底させ、また、運行管理者等は点呼を確実に実施し、運転者
の健康状態、疲労の度合い、異常な感情の高ぶり、睡眠不足等について確認し、少しでも異常が
あると認められた場合は乗務させないようにする。
　また、点呼の際、運行管理者等はアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を確実に行
う。
⑸　携帯・スマートフォンの使用禁止の徹底等
　経営者等は、道路交通法に規定されている乗務中の携帯電話による通話やスマートフォンの操
作の禁止について徹底を図るとともに、違法駐車の禁止や適正な車間距離の確保、車内ゴミのポ
イ捨ての禁止など運転マナー向上について関係者を指導する。
⑹　健康診断の受診の徹底
　経営者は、健康起因による事故防止を図るため、従業員に健康診断を確実に受診させ、結果を
把握するとともに必要に応じて医師の診断等を受けさせ、運転に支障を及ぼす影響のある異常が
あると認められた場合は、改善されるまで乗務させないようにする。
⑺　荷役作業時の安全確保の徹底
　経営者及び荷役災害防止担当者等は、荷主等との運送契約時に、荷役作業における役割分担を
明確にするように書面契約を締結するよう努めるとともに、荷役作業の有無、運搬物の重量、荷
役作業方法等の荷役作業内容を、「安全作業連絡書」等で運転者へ指示を行い配布する。
　また、令和 5年１0月より、荷役作業時の墜落・転落防止対策強化のため昇降設備の設置及び保
護帽の着用義務が最大積載量２トン以上の貨物自動車に範囲が拡大されたことなどを踏まえ、墜
落・転落の危険を伴う荷役作業においては必ず保護帽を着用させるなどの必要な安全対策を指示
し、労働災害事故の防止を図る。
参考：陸上貨物運送事業労働災害防止協会
　　　「荷役作業安全対策ガイドラインのあらまし」
　　　http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2018/06/niyaku-guideline_aramashi_202304.pdf
　　　「労働安全衛生規則等の一部改正のポイント」
　　　http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2023/05/kaisei_question_answer.pdf

⑻　高速道路における事故防止の徹底
　運行管理者等は、高速道路における事故の多くは、高速道路に入った後 １時間以内に比較的多
く発生していることを踏まえ、高速道路に入った後に可能な限り早い段階で運転者に休憩をとら
せるなど、高速道路における事故防止の徹底に努める。
⑼　車両の安全性確保の徹底
　経営者及び整備管理者等は、「自動車点検整備推進運動」及び「不正改造車を排除する運動」
の趣旨を踏まえ、車両の日常点検及び定期点検の確実な実施に努めるとともに、不正改造の防止
を徹底する。
　特に、依然として後を絶たない大型トラックの車輪脱落事故防止の徹底を図るため、国土交通
省が策定する「緊急対策」のトラック業界が取り組む実施事項と併せ、全ト協作成の啓発資料活
用などにより、早めに冬用タイヤ交換を計画する他、適切なタイヤ交換作業の実施の徹底を図る。
⑽　降積雪期における輸送の安全確保の徹底
　運行管理者及び整備管理者等は、気象情報や道路における降雪状況等を適時適切に把握すると
ともに、早期に雪道での走行が可能な冬用タイヤに交換する他、積雪・凍結等の気象及び道路状
況に応じてタイヤチェーンを装着するなど適切なすべり止め措置を講じる。
　また、大雪等での立ち往生を防ぐため、冬用タイヤの溝深さが新品時の50％以上であることを
「プラットホーム」で運行前に必ず確認することを徹底させる。
⑾　正しい積付け・固縛方法の徹底
　管理者は、荷量が増加する年末の繁忙期において、偏荷重が生じない積付けや、荷にロープま
たはシートをかける等の固縛を正しく行い、安全な輸送の確保を徹底させる。
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⑿　エコドライブ及びアイドリング・ストップの徹底
　経営者等は、化石燃料の使用量を削減し、地球温暖化の原因となるCO2及び排出ガスの低減を
図ることは、業界に課せられた命題であることから、エコドライブ及びアイドリング・ストップ
を徹底させる。
⒀　運輸安全マネジメントの徹底
　経営者等は、輸送の安全確保が最も重要であるという意識を経営トップから現場の運転者まで
浸透させるため、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めるよう安全意識
の高揚を図る。
⒁　安全意識の高揚
　経営者及び運行管理者等は、社会的責務を自覚し、「安全を最優先する」という経営理念と、
「絶対に事故を起こさせない」という信念を持って、各事業所の事故防止対策の徹底を図る。
　運転者は、常に適正な速度、車間距離を保つなど、安全走行を徹底する。また、交通法令の遵
守はもちろんのこと、プロドライバーとしての使命と自覚を持って、一般ドライバーの模範とな
るよう、常に「やさしさ」と「思いやりのある運転」を心掛ける。
⒂　輸送品質・サービスの向上
　運転者は、荷扱いに一層の注意を払い、毀損等の貨物事故の未然防止を図る。また、常に笑顔
と誠意をもって顧客等に接するとともに、言葉遣いや態度を明快にし、親切、丁寧に対応するよ
う輸送サービスの向上に努める。

6．実施要領
　前項の「実施事項」を確実かつ効果的に実行するため、それぞれ次の要領により実施する。また、
国土交通省が年末年始に行う安全総点検への協力を行うものとする。
⑴　全ト協
①　広報とらっく、ホームページ、業界紙等を活用し、本運動の趣旨、実施計画等を全事業者に
周知する。
②　各都道府県トラック協会からの推薦に基づき本運動に功績のあった事業所及び従業員を表彰
する。

⑵　各都道府県トラック協会
①　関係委員会または会議等の開催により、本運動の具体的推進要領を決定する。また、令和 3
年 9月の交通対策委員会の決議を踏まえ、飲酒運転根絶に向けた他県の取り組み事例について
情報の共有化を図り、各地域の実情に応じ、飲酒運転根絶に向けた効果的な取り組みを積極的
に展開する。
②　協会独自の企画によるポスター、垂れ幕、立看板等の作成、掲出、並びに機関紙（誌）、
ホームページ等を活用して本運動の広報を行い、会員事業者に対し周知を図る。
③　事業者、管理者、運転者等に対し、それぞれの研修会、講習会等を開催し、実施事項を確実
かつ効果的に実行できるよう努める。
④　荷主等との協議の場をできるだけ設け、本運動に対する荷主への理解と協力を求める。
⑤　適正化事業実施機関を活用し、本運動を徹底させる。
⑥　本運動において功績のあった事業所及び従業員に対し、全ト協が表彰を行うため、被表彰者
を推薦する。（推薦の細部については別途連絡）

⑶　事業所
①　自社広報紙等の利用、あるいはトラック協会等から配布されたポスター、垂れ幕、立看板、
腕章、リボン等により、従業員に対し本運動の実施事項を徹底し、一層の事故防止と輸送品質
の向上を図る。
②　安全対策を検討する際は、全ト協が制作した各種マニュアル等の啓発物を積極的に活用する。
＜全ト協ホームページ＞
URL　https://jta.or.jp/member/anzen/kotsuanzen_ichiran.html
③　従業員に対し必要な教育、現場指導を行い、また、トラック協会が行う研修会、講習会等に
必要な従業員を積極的に参加させ、安全・安心な輸送サービスの向上を図る。
④　安全会議を開催する等、本運動及び関係行政機関の発出する安全に関する通知等の徹底を図
る。

以　上
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第64回「正しい運転・明るい輸送運動」実施結果

事業所名

実 施 事 項 実 施 状 況

日時、場所、人員、講師、

内容等

ポスター、チラシ、懸垂幕、

安全旗、立看板の掲出

巡回指導、朝礼の一口指導

7年1月20日㈪までに提出して下さい。

7



令和 6 年度　第 ２ 回自動車運送事業者 
無事故表彰について

� 九運公第63号

公　　　　　示
　九州運輸局自動車運送事業者自動車無事故表彰規程（昭和62年 3 月24日付け、九運達第 2号、以下
「表彰規程」という。）に基づき令和 6年度第 2回表彰を下記要領により行うので、公示する。

記
１．被表彰者の範囲
　　九州運輸局の管轄に属する自動車運送事業者（ １人 １車制を除く。）
２ ．表彰規程第 ４条第 １項の表彰
　⑴　表彰基準
　　【一般表彰】

　次の表彰所定期間中にその責任に属する自動車事故がなく、かつ運輸業務の成績が優良であ
る者

（注）自動車事故とは、自動車事故報告規則（昭和26年12月20日運輸省令　第104号）第 2条に該当
する事故及びその発生が社会に及ぼす影響が大きいと認められる事故等をいう。

（注）今回、特別表彰（表彰規程第 4条第 2項の表彰）は実施しない。
表彰所定期間（無事故表彰期間）
事業用自動車（被けん引自動車を除く）数の区分に応じ次に定める期間とする。

事業用自動車数 期間
７両以下　 5年　　
８両～10両 4 年　　
11両～20両 3 年　　
21両～40両 2 年　　
41両～80両 １ 年 6 月
81両以上　 １年　　

（注） ７両以下に １人 １車制は含まれない。
また、一般貨物自動車運送事業（霊柩）にあっては各該当期間の 3倍とする。

⑵　表彰時期
　　令和 ７年 2月に予定
（注）一般表彰の表彰状は所轄運輸支局長又は運輸支局次長が伝達する。
⑶　表彰手続き
①　⑴の基準に適合後 6 か月以内に「自動車無事故報告書」に、「最近における運輸業務等の実�
績」、「運行管理者、整備管理者の講習及び研修の受講を証する書面の写し並びに運行管理規程、
整備管理規程の写し」及び「加入団体の長の推薦書（加入団体がないときを除く。）」を添えて�
所轄運輸支局長に 2部（原本及び写しの各 １部）提出する。
②　自動車無事故報告書等の提出期限
　　　令和 6年11月末日まで
３ ．問合せ等
　表彰基準等についての照会は、九州運輸局自動車技術安全部保安・環境課、所轄の運輸支局整備
部門に問い合せ下さい。
　　令和 6年10月 １ 日
� 九州運輸局長　原田　修吾　

行政だより
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事業の種類を記入。
・貨物自動車運送事業
※貨物軽自動車運送事業は除く。

●車両数は、表彰所定期間の始期当時（その日現在）と
する。例：始期が平成27年4月1日であれば、平成27年4
月1日現在の車両数となります。
●車種区分は、様式には普通車、小型車しか記載されて
いませんが、報告者の運送事業によるものとなります。
例：貸切　大型○両、中型○両、小型○両　計○両

記載要領



「別表」を忘れずに
添付してください。

運行管理規程の制定日、
改正日をよく確認のうえ
記入してください。

【整備管理者】の受講については、下記につい
ても確認する。

●平成 27 年 3 月 20 日付事務連絡「整備管理
者定期研修（選任後研修）について」により、
選任の前年度に定期研修を受講している場
合は研修対象者から除くことができる。

【運行管理者】の受講については、下記についても確認する。
●過去に当該事業者で選任されていた場合は、「新たに選任した
運行管理者」に該当しない。（運輸規則48条の4）
●新たに選任した運行管理者は選任届出日の属する年度に基礎
又は一般講習の受講が必要。（H24.4.13告示454）
●最後に基礎又は一般講習を受講させた年度の翌々年度以後２
年ごとに基礎又は一般講習の受講が必要。（H24.4.13告示454）



　この表彰は、県ト協の推薦書を添えて長崎運輸支局へ提出上申することとなります。

　該当事業者は、県ト協（担当本村）までご連絡の上、下記の書類をご提出ください。

１ ．必要書類

書類名 部数

① 自動車無事故報告書（様式 １） 正本 2部

② 最近における運輸業務等の実績（様式 2） 正本 2部

③ 運行管理者選任届

写し 2部

④ 運行管理者講習手帳

⑤ 整備管理者選任届

⑥ 整備管理者研修手帳

⑦ 運行管理規程

⑧ 整備管理規程

⑨ 様式 2の 4「最近実施した事故防止対策」についての資料（議事録、会議で使用し
た資料等）

※　①には捨印を押印してください。

※　②～⑨については、九州内に複数の営業所がある場合、それぞれの営業所のものが必要です。

※　修正テープ等での訂正はできませんのでご注意ください。

※　お預りした情報（個人情報）については、当該表彰に関すること以外には使用いたしません。

２ ．提出期限

　令和 6年１１月１5日㈮までに郵送または持込



大型車の車輪脱落事故防止に係る
令和 6年度緊急対策の実施について

　標記の件について、国土交通省物流・自動車局より全ト協を通じて周知依頼がありましたのでお知

らせいたします。

貨物自動車運送事業者の皆様へ

大型車の車輪脱落事故防止対策「令和 ６年度緊急対策」について

　大型車の車輪脱落事故が増加していますので、以下の事故防止対策について積極的な取組をお願い

いたします

１ ．事業主・会社代表者の方へ

　車輪脱落事故防止のための「お・と・さ・な・い」のポイント（※）について、自社内の整備管理

者、運転者及びタイヤ脱着作業者に周知徹底を図ってください。

�※別紙 3のチラシを参照

２ ．整備管理者・補助者の方へ

・作業時間に余裕を持った、計画的なタイヤ脱着作業を実施してください。特に降雪地を運行する

車両がある場合は、積雪予報が発せられた際に急な交換とならないよう十分配慮してください。

・自社内でタイヤ脱着作業を行う際は、正しい知識を有した者が実施してください。

・著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイールでは、適正な締付力が

得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃や潤滑剤の塗布を行っても、さびが著しいディ

スク・ホイールや、ひっかかり等の異状がありスムーズに回らないホイール・ボルト及びホイー

ル・ナットは、使用せず交換してください。

・車輪脱落事故の多い左側後輪について重点的に点検してください。

・積雪地域や舗装されていない道路を走行する大型車について、入念に点検してください。

・増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を運転者やタイヤ脱着作業者に指導してく

ださい。なお、車載工具で増し締めを行った場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定

のトルクで締め付けてください。また、トルクレンチは校正が必要ですので留意してください。

　依然として、自社でタイヤ脱着した大型車による車輪脱落事故が多発していることを踏まえた対策

・自社内で大型車のタイヤ脱着作業を行うときは、作業者に別紙１の「タイヤ脱着作業管理表」に

沿って作業を実施し、その結果を記録してください。

・タイヤ脱着作業完了後、別紙１の「タイヤ脱着作業管理表」をもとに適正なタイヤ脱着作業が行

われていることを確認してください。

・別紙 １の「タイヤ脱着作業管理表」を使用し、増し締めの実施結果を記録してください。
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・点検実施者に別紙 2 の「日常点検表」を使用し、「ディスク・ホイールの取付状態」の点検を確

実に行ってください。

・増し締め実施後、点検ハンマによる確認手法、ホイール・ナットへマーキング（注１）を施す、又

は、インジケーター類を装着し、それらのずれを確認する手法により、ホイール・ナットの緩み

の点検（注２）を確実に確認してください。

注 １　ホイール・ナットへのマーキング（合いマーク）は、目視によりホイール・ナットの緩みを
確認可能とする措置であるため、以下の点に留意して施工する。
・マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、施工する必要がある。
・マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。できれば、座金、ホイール面まで連続し
て記入することが望ましい。
・マーキングは増し締め実施後に施工する。タイヤ脱着時にマーキングを施工したときは、増し
締め実施後に再度、マーキングを施工する。この場合、以前のマーキングを消して新たに施工
するか、以前のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するかのいずれかによる。
・マーキングが確認しやすい色（白色、黄色等）を使用する。また、マーキングのずれが目視で
判別できるよう、適当な太さで施工する。
・マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫外線等に対して耐久性のあるも
のを使用する。（例：油性顔料インキ）

注 2　ISO方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点検を、ホイール・ナットへのマー
キング又はインジケーター類による合いマークのずれの確認により行っても差し支えない。
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令和 6 年度「アルコール関連問題啓発週間」の実施について
　標記の件について、国土交通省より全ト協を通じて周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

国 自 安 第 9 8 号

令和 6年10月18日

公益社団法人　全日本トラック協会会長　殿

国土交通省物流・自動車局長

（公印省略）

令和 ６年度「アルコール関連問題啓発週間」の実施について（依頼）

　標記について、別紙のとおり、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長から通知がありましたの

で、貴会におかれましても、実施要綱に基づき、啓発事業の実施及び広報の推進に取り組んでいただ

くとともに、貴傘下会員に対し本啓発週間の実施について周知いただくようお願いいたします。

22―　―

ながさき　　トラック広報　2024－11



23―　―

ながさき　　トラック広報　2024－11



24―　―

ながさき　　トラック広報　2024－11





	 下請取引適正化推進月間の実施について	
　標記の件について、公正取引委員会より全ト協を通じて周知依頼がありましたのでお知らせいたし
ます。

1 
 

月は下請取引適正化推進月間です
 

令和６年度下請取引適正化推進月間キャンペーン標語

賃上げと 労務費転嫁を 両輪に

月は下請取引適正化推進月間です。全国において、下請取引適正化推進講習会（参加

費無料）を開催（オンラインによる非対面方式）するほか、公正取引委員会（本局及び地

方事務所等）や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談

等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。 
公正取引委員会
不当なしわ寄せに関する下請相談窓口

フリーダイヤル

【受付時間】 ～
（土日祝日・年末年始を除く。）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

中小企業庁
下請かけこみ寺 電話相談窓口

フリーダイヤル

【受付時間】 ～ ～
（土日祝日・年末年始を除く。）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

北海道事務所 － －
東北事務所 － －
取引部企業取引課 － －
中部事務所 － －
近畿中国四国事務所 － －
中国支所 － －
四国支所 － －
九州事務所 － －
沖縄総合事務局総務部

公正取引課 － －

中小企業庁事業環境部取引課 － －
北海道経済産業局 － －
東北経済産業局 － －
関東経済産業局 － －
中部経済産業局 － －
近畿経済産業局 － －
中国経済産業局 － －
四国経済産業局 － －
九州経済産業局 － －
沖縄総合事務局経済産業部

中小企業課 － －

下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振

興基準において、親事業者（発注者）の義務や禁止行為のルールなどが定められています。

公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化

のための指導を行っています。 
下請代金支払遅延等防止法

【親事業者の義務】

○取引条件等を記載した注文書の交付

○下請取引に関する事項を記載した書類の

作成と保存

○下請代金の支払期日を定めること

○遅延利息の支払

【親事業者の禁止行為】

○受領拒否

○下請代金の支払遅延

○下請代金の減額

○返品

○買いたたき

○物の購入強制・役務の利用強制

○報復措置

○有償支給原材料等の対価の早期決済

○割引困難な手形の交付

○不当な経済上の利益の提供要請

○不当な給付内容の変更・やり直し

下請中小企業振興法

【振興基準】

○下請事業者の生産性の向上、品質・性能の

改善

○発注内容の明確化、発注方法の改善

○下請事業者の施設・設備の導入、技術の向

上、事業の共同化

○対価の決定方法、納品の検査の方法その他

取引条件の改善

○下請事業者の連携の推進

○下請事業者の自主的な事業の運営の推進

○下請取引に係る紛争の解決の促進

○その他下請中小企業の振興のため必要な

事項（下請ガイドラインや自主行動計画に

基づく業種特性に応じた取組、知的財産の

取扱いについて など）
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　令和 6年10月10日から長期プライムレートの引上げに連動して、近代化基金融資の貸出利率が次の

とおり変更された旨、全ト協を通じて取扱金融機関から通知がありましたのでお知らせ致します。

記

１．貸付利率

期　　　間 現行（改定前） 改定後

₁年以上～₃年以内

1.70％ 1.75％₃年超～₇年以内

₇年超～ 1０ 年以内

₂．実施日

　　令和 6年1０月1０日

近代化基金融資貸出金利の
変更について

全ト協だより
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軽油価格の調査結果（ 8月分）
　 8月中の軽油価格調査を実施した結果は次のとおりであります。購入契約の参考に利用して下さい。

₁．単純集計価格
区　分地区名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

九州（沖縄除） 123.61 114.15 125.99
全国（沖縄除） 124.06 113.35 123.18

₂．元売別集計価格〈九州（沖縄除）〉
区　分元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

ＥＮＥＯＳ 126.85 114.05 127.28
出光昭和シェル 124.45 114.52 123.97
キ グ ナ ス
コ ス モ 120.20 111.50 137.10
そ の 他 118.00 114.49 125.03

₃．月間購入量別価格〈九州（沖縄除）〉
区　分月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロ
リットル未満 124.06 113.98 127.46
30～50キロ
リットル未満 　 116.07 115.83
50～100キロ
リットル未満 113.70 111.96 113.40
100キロ
リットル以上 　 113.98 123.65

₄．支払期限別価格〈九州（沖縄除）〉
区　分支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30 日 未 満 126.69 114.22 119.97
30～60日未満 121.72 114.54 126.81
60 日 以 上 127.43 112.81 113.40

₅．軽油価格推移〈九州（沖縄除）〉
区　分月　別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

2024 年 4 月 127.24 117.06 126.67
2024 年 5 月 126.34 116.97 125.63
2024 年 6 月 126.74 117.52 127.30
2024 年 7 月 125.79 116.40 127.90
2024 年 8 月 123.61 114.15 125.99

※消費税抜きの価格
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事故対だより
 

ナスバプレスリリース                                   令和６年１０月１日 

 
ナスバでは、国土交通大臣の認定を受け、自動車運送事業者で使用する自動車の運行の安

全確保のため、運行管理者等を対象に運行管理の実務や関係法令、安全の確保に必要な管理

手法などの指導講習を全国５０支所において対面・動画視聴方式にて開催しております。 

この度、ナスバでは従来の方式に加え、新たに国土交通省よりｅラーニング講習の認定を取

得し、一般講習及び基礎講習の e ラーニング講習「ｅナスバ」を立ち上げました。 

つきましては、令和６年１１月１日よりお申込みを受け付け、１２月１日から開講することとい

たします。「ｅナスバ」では、ＡＩによる本人認証等の不正受講防止対策を行い、対面等の講習と

同等の水準での指導講習を提供、インターネットを利用し、お手元のカメラ付きパソコン・タブ

レット等から、いつでも任意の場所で受講いただけます。 

受講者の皆様方の利便性に大いに資するものとなっておりますので、ぜひご活用ください。 

 

 

「ｅナスバ」１２月からスタート 
運行管理者指導講習がｅラーニングで受講可能に 

1. どこでも、くりかえし受講可能 
自宅や職場など、インターネット接続があればどこでも受講できます。さらに、受講期間内であれば
確認したい講義をくりかえし受講可能です。 

2. 自由なスケジュール ※１ 

受講期間内であれば、好きな時間に受講可能です。忙しい日常にも柔軟に対応できます。 

3. 移動時間の節約 

講習会場への移動が不要なので、時間を有効に使えます。 

4. 簡単なキャッシュレス決済 ※２ 

受講料はクレジットカードやペイジーによる事前決済なので、手続きがスムーズです。 

5. 領収書や修了証明書も「ｅナスバ」から出力 

領収書や修了証明書はご自身でマイページから出力できます。 

ｅナスバの魅力 受講者の皆さまの利便性が大幅にアップします！ 

ナスバ（独立行政法人自動車事故対策機構） 

安全指導部 大町、松澤 

電 話   ０３－５６０８－７６４１ 

※１ 受講期間は、受講する月の 1 日から 30 日間をいいます。例えば、１２月受講の場合、１２/１から受講が可能となり、 

１２/３０までに受講を完了する必要があります。（受講期間を任意に設定することはできません） 

※２ 交付金等（各協会等による受講料の助成）については、各組織で取り扱いが異なるため、当該組織までお問い合わせください。 

詳細は次頁をご覧ください 
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（※１）本人認証には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードのうち、 

いずれかの書類のアップロードが必要となります。 

 

 

ｅナスバについては、ナスバホームページでより詳しくご案内しております。 

https://www.nasva.go.jp/fusegu/elearning.html 

【ｅナスバに関するお問い合わせ先】 

（ご注意）各都道府県に所在する支所ではご対応できません。 

担   当 安全指導部 指導講習グループ 

電話番号 ０３－５６０８－７６４１ 

 ０３－６８５３－７６９０ 

受付時間 ９：００－１７：００(土日祝日、年末年始等を除く) 

ｅ メール e-nas.info@nasva.go.jp 

 

★申込み・受講期間（令和６年度） 

～１２月開催分～ 
【申込期間】２０２４年１１月 １日（金）～１１月１４日（木） 

【受講期間】２０２４年１２月 １日（日）～１２月３０日（月） 

～１月開催分～ 

【申込期間】２０２４年１１月１５日（金）～１２月１５日（日） 

【受講期間】２０２５年 １月 １日（水）～ １月３０日（木） 

～２月開催分～ 

【申込期間】２０２４年１２月１６日（月）～２０２５年 １月１４日（火） 

【受講期間】２０２５年 ２月 １日（土）～ ３月 ２日（日） 

～３月開催分～ 

【申込期間】２０２５年 １月１５日（水）～ ２月１３日（木） 

【受講期間】２０２５年 ３月 １日（土）～ ３月３０日（日） 
 

★受講手数料（テキスト配送料含む） 

基礎講習：９,５６０円（税込） / 一般講習：３,８６０円（税込） 

～お支払い方法～ 

・クレジットカード（対応ブランド：VISA / MasterCard / JCB / American Express / Diners） 

・Pay-easy(ペイジー) https://www.pay-easy.jp/ 

【ご注意】お支払い後のキャンセルはできませんので、受講期間等を十分ご確認ください。 

お申込みは、下記二次元バーコードか

らナスバホームページにアクセスいた

だき、お手続きをお願いいたします。 
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令和 6年 10月 8日 

日頃よりナスバの運行管理者等指導講習をご利用いただきありがとうございます。 
ナスバでは、令和 6年 12月からこれまでの対面方式、動画視聴方式に加え、新たに e

ラーニング方式の講習（e ナスバ）を開講することといたしました。ｅナスバでは、各講習の
修了証明について、従来の運行管理者等指導講習手帳（以下、手帳）への押印（交
付）に代えて、受講者毎のマイページから、修了証明書をダウンロードしていただく形式とな
ります。 
これにより、ナスバの各講習の修了者には、対面（動画視聴）講習では「手帳の交付・

証明」、e ナスバでは「修了証明書の交付」と受講の方式により修了証明の方法が異なるこ
ととなります。 
ナスバでは、今後、受講方式の異なる講習を受講されても、受講履歴を保管・管理しや

すいように、令和 7 年 4 月 1 日以降のナスバが実施する対面（動画視聴）講習の修
了者に対しても、e ナスバと同様に「修了証明書」を交付することといたしました。これにあわ
せて、手帳の再交付についても「受講履歴証明書」に変更いたします。 
 
■修了証明方法の変更（令和 7年 4月 1日以降に開催するナスバの対面 
（動画視聴）講習） 
 ナスバの講習（一般講習、基礎講習、特別講習）の修了者に「修了証明書」を交付
します。 
 また、手帳再交付の申請は「受講履歴証明」※１の申請に変わります。 
※１:受講履歴証明の申請は交付手数料（500円）がかかります。 
【ご注意願います】 
・手帳に係るお手続き（再交付等）は、令和 7年３月３１日までとなります。 
・手帳に記載されているナスバの講習の修了証明は、講習受講の履歴になります 
ので、大切に保管ください。 
・ナスバ以外の認定機関の手帳等については、各認定機関にお問い合わせください。 

 
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 
 
                     独立行政法人 自動車事故対策機構 

安全指導部 大町、松澤 

電 話  ０３－５６０８－７６４１
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Q&A 
Q 手帳を廃止する理由等 

A ナスバの e ラーニング講習（ｅナスバ）では、システムから直接、手帳に証明することができないため、

電子媒体の「修了証明書」を電子交付します。 

対面（動画視聴講習を含む。）講習と、証明方法が異なることにより、取扱いが複雑になるのを防ぐた

め、ｅナスバと対面の両方で対応できる「修了証明書」に統一することにしました。 

Ｑ 令和 7年 4月に、ナスバの一般講習を修了しました。手帳に証明されますか。 

Ａ 令和 7年 4 月以降のナスバの講習（一般講習、基礎講習、特別講習）の修了者には、修了証

明書が交付され、手帳への証明は行いません。 

Ｑ 手帳を紛失しました。 再交付できますか。 

Ａ 手帳の再交付のお手続きは、令和 7年３月３１日までとなります。 

   ※令和７年４月１日以降は、「受講履歴証明書」になります。 

Q 令和 7年 4月 1日以降、手帳に記載されているナスバの修了証明はどうなりますか。 

A 手帳の記載されている修了証明は履歴になりますので、大切に保管ください。 

Q ｅナスバで受講しました。修了証明書を手帳に転記できますか。 

Ａ 手帳へ転記するサービスは行っておりません。大切に保管ください。 

Ｑ 令和 7年 4月 1日以降、他の認定機関の手帳に証明できますか。 

Ａ 令和 7年４月１日以降は、修了証明書の交付になります。 手帳には証明いたしません。 

Q 修了証明書、受講履歴証明書はどのようなものですか。 

A 修了証明書及び受講履歴証明書は以下の通りです。   

修了証明書                 受講履歴証明書 

    

２０XX 年 X 月 X 日 ２０XX 年 X 月 X 日
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国交省認定機関による運行管理者等講習の実施について

【申込方法】
　各実施機関のホームページから予約、または別紙の「受講申込書」に必要事項を記入の上、FAX
してください。
　　㈱おんが自動車学校　FAX：093－293－2427	 TEL：093-293-2359
　　㈲新西海自動車学校　FAX：0959－27－1778	 TEL：0959-27-0136
	　	（独法）自動車事故対策機構（ナスバ）長崎支所　TEL：095-821-8853
　　※	自動車事故対策機構は、ホームページ（https://www.nasva.go.jp/）から、インターネットで予

約システムにてご予約ください。
【受講手数料】
　基礎講習：8，900円
　一般講習：3，2００円（協会会員は、全額助成金が適用されます。）
　なお講習開始後の返金はできません。当日会場受付にて、なるべくお釣りのないようお願いします。
【持ってくるもの】
　運行管理者講習手帳（講習手帳をお持ちでない方は、写真 1枚「縦3．0cm×横2．4cm」※サイズ厳守）
筆記用具、インターネット予約確認書又は一般講習受講予約申込書 ( ※自動車事故対策機構のみ）
【受付時間及び講習時間】※講師等の都合により時間が変更になることもあります。

実施機関 受付時間 区分 講習時間

おんが自動車学校 9：00～ 9 ：30 基礎講習
1日目 10：00～17：00

※9：30～オリエンテーション

2 日目 10：00～17：00
3 日目 10：00～15：30

一般講習 9：30～16：00

新西海自動車学校 9：30～10：00 基礎講習
1日目 10：00～17：00
2 日目 10：00～17：00
3 日目 10：00～15：30

一般講習 10：00～16：30
※自動車事故対策機構主催分はお問い合わせください。

１．基礎講習　

回数 実施日 実施場所 定員 主　　催

第１回 5月29日㈬～31日㈮ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 おんが自動車学校

第２回 6月18日㈫～20日㈭ 佐世保市「佐世保市労働福祉センター」 50名 新西海自動車学校

第３回 6月19日㈬～21日㈮ 長崎市「TBM長崎ビル　地下会議室」 36名 自動車事故対策機構　長崎支所

第４回 7月 1日㈪～ 3日㈬ 長崎市「県ト協研修会館」 50名 新西海自動車学校

第５回 7月 2日㈫～ 4日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 6 名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第６回 11月 6 日㈬～ 8日㈮ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 おんが自動車学校

第７回 11月12日㈫～14日㈭ 佐世保市「佐世保市労働福祉センター」 50名 新西海自動車学校

第８回 12月 3 日㈫～ 5日㈭ 長崎市「県ト協研修会館」 50名 新西海自動車学校

第９回 【予定】 1 月29日㈬～31日㈮ 長崎市「TBM長崎ビル　地下会議室」 36名 自動車事故対策機構　長崎支所

★は講師資格者の下、事前収録した動画を視聴する形式
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2 ．一般講習　

回数 実施日 実施場所 定員 主　　催

第 1回 4月25日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 12名 自動車事故対策機構　長崎支所
第 2回 5月16日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 12名 自動車事故対策機構　長崎支所
第 3回 5月28日㈫ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 おんが自動車学校
第 4回 6月10日㈪ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 新西海自動車学校
第 5回 6月13日㈭ 五島市「福江文化会館」 30名 新西海自動車学校
第 6回 6月14日㈮ 新上五島町「有川鯨賓館」 20名 新西海自動車学校
第 7回 6月24日㈪ 佐世保市「佐世保市労働福祉センター」 50名 新西海自動車学校
第 8回 6月27日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 12名 自動車事故対策機構　長崎支所
第 9回 7月５日㈮ 大村市「サンスパおおむら」 40名 新西海自動車学校
第10回 7 月12日㈮ 佐世保市「アルカス SASEBO　３階会議室」 30名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第11回 7 月19日㈮ 佐世保市「佐世保市労働福祉センター」 50名 新西海自動車学校
第12回 7 月24日㈬ 島原市「有明文化会館」 80名 新西海自動車学校
第13回 7 月25日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第14回 7 月30日㈫ 時津町「北部コミュニティセンター」 50名 新西海自動車学校
第15回 8 月 8 日㈭ 平戸市「田平町民センター」 30名 新西海自動車学校
第16回 8 月22日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第17回 8 月27日㈫ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 新西海自動車学校
第18回 8 月29日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第19回 9 月 3 日㈫ 大村市「サンスパおおむら」 40名 新西海自動車学校
第20回 9 月13日㈮ 時津町「北部コミュニティセンター」 50名 新西海自動車学校
第21回 10月10日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第22回 10月12日㈯ 佐世保市「佐世保市労働福祉センター」 50名 新西海自動車学校
第23回 10月17日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第24回 10月23日㈬ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 新西海自動車学校
第25回 10月31日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第26回 11月 5 日㈫ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 おんが自動車学校
第27回 11月 7 日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第28回 11月17日㈰ 西海市「新西海自動車学校」 30名 新西海自動車学校
第29回 11月21日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第30回 12月 2 日㈪ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 新西海自動車学校
第31回 12月 5 日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第32回 12月12日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階　ナスバ長崎支所」 18名 自動車事故対策機構　長崎支所 ★

第33回 12月18日㈬ 北松佐々町「佐々町文化会館」 30名 新西海自動車学校
第34回 1 月10日㈮ 大村市「サンスパおおむら」 40名 新西海自動車学校
第35回 1 月30日㈭ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 おんが自動車学校
第36回 2 月28日㈮ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 おんが自動車学校

★は講師資格者の下、事前収録した動画を視聴する形式
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基礎講習　受講申込書
西暦　　　　　年　　　月　　　日

ＦＡＸ
▲

事業所名：
事業所〒：　　　　－
事業所住所：
申込責任者：
連絡先 (TEL)　　　　－　　　－　　　　(FAX)　　　－　　　－　　　

事業の種類
(該当するものに○) バス ハイ・タク トラック

( 軽貨物を含む )
その他

(　　　　　)

ふりがな
受講者の氏名

事業用自動車の
運行管理者経験が
1 年未満の者
(○印をする )

受講の目的
(○印をする ) (○印をする )(○印をする )

現在の職名 手帳の有無 受講希望月日

1. 運行管理者選任要件を得る
2. 運行管理者試験資格取得
3. 補助者の選任要件を得る
4. その他 (　　　　　　　)

有・無
　　月　日
より 3 日間

1 年未満

1. 運行管理者選任要件を得る
2. 運行管理者試験資格取得
3. 補助者の選任要件を得る
4. その他 (　　　　　　　)

1. 運行管理者
2. 補助者
3. その他

有・無
　　月　日
より 3 日間

1 年未満

1. 運行管理者選任要件を得る
2. 運行管理者試験資格取得
3. 補助者の選任要件を得る
4. その他 (　　　　　　　)

有・無
　　月　日
より 3 日間

1 年未満

1. 運行管理者選任要件を得る
2. 運行管理者試験資格取得
3. 補助者の選任要件を得る
4. その他 (　　　　　　　)

有・無
　　月　日
より 3 日間

1 年未満

＊現在の職名欄中、「運行管理者」とは運輸支局長 ( 沖縄にあっては陸運事務所長 ) に選任の届出を行ったものとする。

運行管理者試験を受験予定の方は、以下の□に✓を記入して下さい。
運行管理者試験センターへの受講名簿提出と基礎講習修了書 ( 複写 ) の送付に同意する

＊＊ご確認ください＊＊

1. 運行管理者
2. 補助者
3. その他

1. 運行管理者
2. 補助者
3. その他

1. 運行管理者
2. 補助者
3. その他

（ 男 ・ 女 ）

（ 男 ・ 女 ）

（ 男 ・ 女 ）

（ 男 ・ 女 ）

＊修了書の作成間違い防止の為、氏名は丁寧にお書き頂き、また性別は〇で囲んでください。

①番

②番

③番

④番

①番の方：□　②番の方：□　③番の方：□　④番の方：□

（ 男 ・ 女 ）

申込責任者メールアドレス：　　　　　　　　　＠　　

（西暦生年月日）

（西暦 　　 　年　　月　　日）

（西暦 　　 　年　　月　　日）

（西暦 　　 　年　　月　　日）

（西暦 　　 　年　　月　　日）

全日本トラック協会指定　福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄　各県トラック協会指定



①番

②番

③番

④番

（ 男 ・ 女 ）

（ 男 ・ 女 ）

（ 男 ・ 女 ）

（ 男 ・ 女 ）

（ 男 ・ 女 ）

＊修了書の作成間違い防止の為、氏名は丁寧にお書き頂き、また性別は〇で囲んでください。

（西暦生年月日）

申込責任者メールアドレス：　　　　　　　　　＠　　

（西暦 　　 　   年  　  　月   　 　日）

（西暦 　　 　   年  　  　月   　 　日）

（西暦 　　 　   年  　  　月   　 　日）

（西暦 　　 　   年  　  　月   　 　日）

全日本トラック協会指定　福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄　各県トラック協会指定

西暦　　　　年　　月　　日



基礎講習受講予約申込書
のうのうｍぴ平成

申込日 令和 年 月 日

フ リ ガ ナ

事業所名 （営業所名）

〒 －

事業所住所

申込責任者名

連絡先（ ） （ ）
※受付完了後に「受付済」の印を押して返信 をしますので必ずご記入下さい。

フ リ ガ ナ 希望する

講習の種類

（番号○印）

受講の目的

（番号○印）

講習手帳

の有無

（○印）

受講の情報

提供の同意

（☑印）

受 講 日受講者の氏名

（生 年 月 日 ）

１ 旅 客

２ 貨 物

１ 運行管理者試験受検資格

２ 運行管理者選任要件

３ 補助者選任要件

４ その他

有 ・ 無

□同意する

□同意しない

月 日

～

月 日
昭和 ・平成 年 月 日

１ 旅 客

２ 貨 物

１ 運行管理者試験受検資格

２ 運行管理者選任要件

３ 補助者選任要件

４ その他

有 ・ 無

□同意する

□同意しない

月 日

～

月 日
昭和 ・平成 年 月 日

１ 旅 客

２ 貨 物

１ 運行管理者試験受検資格

２ 運行管理者選任要件

３ 補助者選任要件

４ その他

有 ・ 無

□同意する

□同意しない

月 日

～

月 日
昭和 ・平成 年 月 日

１ 旅 客

２ 貨 物

１ 運行管理者試験受検資格

２ 運行管理者選任要件

３ 補助者選任要件

４ その他

有 ・ 無

□同意する

□同意しない

月 日

～

月 日
昭和 ・平成 年 月 日

１ 旅 客

２ 貨 物

１ 運行管理者試験受検資格

２ 運行管理者選任要件

３ 補助者選任要件

４ その他

有 ・ 無

□同意する

□同意しない

月 日

～

月 日
昭和 ・平成 年 月 日

注１）個人でお申し込みの方は、事業所名欄に個人名を、事業所住所欄に本人住所を記入して下さい。

注２）「受講の情報提供の同意」とは、受験資格確認事務の円滑を図るため、運行管理者試験センターへの講

習受講の情報提供を行なうものです。また、国土交通省へも受講情報を提供いたします。

注３）平成２７年度から、旅客試験は旅客の基礎講習、貨物試験は貨物の基礎講習の受講が受験資格となります。

※ウイルス感染対策については各人でマスク着用等行って下さい。

※講習会場は自動車学校ではありませんのでお間違いのないようにお願いいたします。

ＦＡＸ送信先 ０９５９－２７－１７７８

※ 

新 西 海 自 動 車 学 校
西海市西彼町上岳郷１２３８－３ ＴＥＬ ０９５９－２７－０１３６

○受 付 時 分～ 時 分 ○会 場 長崎県トラック協会 ・ 佐世保市労働福祉センター

○講習時間 時 分～ 時 分（最終日は 時 分まで）※手帳をお持ちでない方は写真（ × ）１枚をご用意下さい

 

（ 受 付 済 印 ）

※ 申 込 先 ※

ＦＡＸ



一般講習受講予約申込書
のうのうｍぴ平成申込日 令和 年 月 日

フ リ ガ ナ

事業所名 （営業所名）

〒 －

事業所住所

申込責任者名

連絡先（ ） （ ）
※受付完了後に「受付済」の印を押して返信 をしますので必ずご記入下さい。

事業所の種類
（○印をする）

バ ス ハイ・タク トラック
その他

（ ）

フ リ ガ ナ
現在の職名

（番号○印）

運行管理者

選任年月日

指導講習手帳
の有無
（○印）

受 講日受講者の氏名

（生 年 月 日 ）

１ 運行管理者

２ 補助者

３ その他

昭和 ・平成 ・令和

年 月 日
有 ・ 無 月 日

昭和 ・平成 年 月 日

１ 運行管理者

２ 補助者

３ その他

昭和 ・平成 ・令和

年 月 日
有 ・ 無 月 日

昭和 ・平成 年 月 日

１ 運行管理者

２ 補助者

３ その他

昭和 ・平成 ・令和

年 月 日
有 ・ 無 月 日

昭和 ・平成 年 月 日

１ 運行管理者

２ 補助者

３ その他

昭和 ・平成 ・令和

年 月 日
有 ・ 無 月 日

昭和 ・平成 年 月 日

１ 運行管理者

２ 補助者

３ その他

昭和 ・平成 ・令和

年 月 日
有 ・ 無 月 日

昭和 ・平成 年 月 日

注１）「運行管理者選任年月日」欄中の「運行管理者」とは、運輸支局長に選任届けがなされている方です。

注２）運行管理者講習の受講の情報は、国土交通省に提供いたします。

※ウイルス感染対策については各人でマスク着用等行って下さい。

※講習会場は開催日によって異なりますのでお間違いのないようにお願いいたします。

ＦＡＸ送信先 ０９５９－２７－１７７８

※ 

新 西 海 自 動 車 学 校
西海市西彼町上岳郷１２３８－３ ＴＥＬ ０９５９－２７－０１３６

（ 受 付 済 印 ）

○受 付 時 分～ 時 ○会 場 長崎県トラック協会 ・ 佐世保市労働福祉センター ・ サンスパおおむら

○講習時間 時 分～ 時 分 時津北部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ・ 有明文化会館 ・ 田平町民ｾﾝﾀｰ ・ 佐々町文化会館

福江文化会館 ・ 鯨 賓 館 ・ 新西海自動車学校

 

※ 申 込 先 ※

ＦＡＸ



令和６年度助成事業について 

１．主な留意点 

①全助成事業で事前申請としています。（健康診断受診促進助成事業を除く） 
＜申請の流れ＞ 装置、⾞両の導⼊前、⾃動⾞学校への申込前に申請 ⇒ 交付決定 ⇒ 導⼊、免許等取得 ⇒ 実績報告 ⇒ 助成⾦交付 

 
 ②装置関係は指定の機器があります。詳細は協会へお問い合わせください。 

③申 請 期 間︓７／１（⽉）〜１２／２０（⾦） ※免許等取得促進助成事業は１／３１（⾦）まで 
実績報告期限︓２／２１(⾦)  ※運転記録証明書促進助成・適性診断受診促進助成事業は３／１９（⽔）まで 
3 ⽉導⼊・実施分は助成の対象外となりますので、助成を希望される場合は計画的な導⼊を⾏って下さい。 

２．助成事業⼀覧  
助成事業 概 要

ドライブ 
レコーダー 

事業内容 別に定める対象⾞載器の導⼊について、装置の機能に応じた助成⾦を交付します。（国補助⾦との併⽤は不可） 
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21

対象機器・装置 全⽇本トラック協会が標準型、運⾏管理連携型に指定した機器
助成⾦額 標準型︓機器価格(税抜)の１/２（上限５千円／台） 運⾏管理連携型︓機器価格(税抜)の１/２（上限１万円／台） 

安全装置等 

事業内容 別に定める対象機器の導⼊について、助成を⾏います。（国補助⾦との併⽤は不可）
申請期間 申請期間︓令和 6.7.１〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21

対象機器・装置 ①後⽅視野確認⽀援装置 ②側⽅視野確認⽀援装置 ③側⽅衝突監視警報装置 ④アルコールインターロック ⑤ＩＴ点呼に
使⽤するアルコール検知器 ⑥トルクレンチ ⑦⾃動点呼機器

助成⾦額 ①②④⑤︓機器価格(税抜)の１/２(上限 2 万円／台) ③機器価格(税抜)の 1/2（上限 10 万円）⑥取得価格(税抜)の 1/2(上限
3 万円) ⑦導⼊費⽤（周辺機器、セットアップ費⽤及び契約期間中のサービス利⽤料を含む）(上限 10 万円)

その他条件等 

＊②③は、⾞両総重量 7.5 トン以上の事業⽤トラックに装着した場合に限る。 
＊③をトラクタ・トレーラに装着する場合は、トラクタの第 5 輪荷重が 8.5 トン以上のものに限る。  
＊⑤は、ＩＴ点呼に使⽤するアルコール検知器については、Ｇマーク取得事業所に限る。 
＊⑥は、600Ｎ･m 以上の締め付け能⼒を有するもの 1 事業所 1 台 ⑦は、1 事業者 1 台ただしＧマーク取得事業者は 2 台 

アルコール 
検知器 

事業内容 アルコール検知器の導⼊について、助成を⾏います。 
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21

対象機器・装置 全ての機器が対象 ＊協会では特定の機種を指定や推薦することはありません
助成⾦額 機器価格(税抜)の１/２（上限 2 万円／台）

その他条件等 ＊Ｇマーク事業所におけるＩＴ点呼に使⽤するアルコール検知器については、安全装置として助成を⾏います。 
＊来年度以降の助成事業継続が未定の為、今年度中の導⼊を促進します

⾎圧計 
事業内容 ⾎圧計を導⼊した場合、助成⾦を交付します。※助成対象機器等については全ト協基準に準じます。
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21
助成⾦額 1 台あたり装置の取得価格の 2 分の 1（上限 5 万円／台）

ＳＡＳ 
スクリーニング 

検査 

事業内容 指定する検査・医療機関で健康保険適⽤外である第１次検査および第２次検査を受検する際、助成⾦を交付します。 
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21
助成⾦額 第１次検査および第２次検査の合計費⽤の半額（上限２，５００円／⼈）

安全運転研修 

（ドライバー等 
安全教育訓練 

促進） 

事業内容 指定研修施設にドライバー等を派遣し、安全運転教育（研修）を受講させた場合、助成を⾏います。

助成⾦額 

研修費（宿泊費等含）の全額⼜は⼀部及び交通費（離島地区外 5 千円、離島地区 1 万円） 
①⼀般運転者・初任運転者・指導監督者研修（１泊２⽇）︓55,440 円（受講料の全額）＋交通費 
②⼀般・初任ドライバー研修（２泊３⽇）︓53,900 円（受講料 77,000 円の７割）＋交通費 ⇒全ト協特別研修 
③添乗・指導管理者研修（２泊３⽇）︓53,900 円（受講料 77,000 円の７割）＋交通費 ⇒全ト協特別研修 
＊受講料に対する助成⾦は研修実施機関へ直接交付 
＊②③について、Ｇマーク取得事業所の場合は受講料の全額助成（77,000 円）

助成上限 研修 1 回あたり 1 事業者 2 名まで

初任運転者 
特別指導講習会 

事業内容 協会が開催する指定研修にドライバー等を派遣し、安全運転研修を受講させた場合、助成を⾏います。
対象 特別指導教育（初任）の対象者

助成⾦額 研修費の全額 年１０回

⾼齢運転者 
安全運転研修 

事業内容 協会が開催する指定研修にドライバー等を派遣し、安全運転研修を受講させた場合、助成を⾏います。
対象 ６０才以上の⽅を対象としたカリキュラムとなります。※適齢運転者に対する特別指導には該当しません。

助成⾦額 
研修費の全額 
＊適齢診断を受診することが出来ます。 
＊講習受講料に対する助成⾦は研修実施機関へ直接交付

助成上限 研修 1 回あたり 1 事業者 2 名まで

健康診断 
受診促進 

事業内容 会員がその事業⽤⾃動⾞の運転者に対し、健康診断を受診させた場合、助成を⾏います。 
※助成対象者は事業⽤⾃動⾞の運転者に選任された者のみで、その他従業員等は助成対象ではありません。

申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 7.2.21 ※令和 6 年 4 ⽉以降の受診が助成対象です。
助成上限 ⾞両数の１．２倍まで
助成⾦額 運転者 1 名につき 1,500 円

安全性評価事業 
認定促進 

事業内容 安全性優良事業所の認定を受けた会員事業者に対し、ステッカーを助成（交付）します。
申請期間 申請期間︓認定公表から 2 週間以内

運転記録証明書 
取得促進 

事業内容 会員がその事業⽤⾃動⾞の選任運転者及び新規採⽤者に係る運転記録証明書を取得した場合、助成を⾏います。 
申請期間 申請期間︓令和 6.4.1〜令和 7.3.19
助成上限 当該事業所（県内営業所）に所属する事業⽤⾃動⾞の選任運転者及び採⽤運転者
助成⾦額 運転者 1 名につき 670 円
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助成事業 概 要

適性診断 
（特定） 

事業内容 適性診断（特定）の受診料の⼀部を助成します。 
申請期間 申請期間︓令和 6.4.1〜令和 7.3.19
対象診断 ①初任診断 ②適齢診断
助成⾦額 3,800 円 ＊助成⾦は診断実施機関へ直接交付

適性診断機器 
（⼀般） 

事業内容 別に定める指定適性診断機器を導⼊する場合、導⼊費⽤の⼀部を助成します。
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21
助成上限 １台まで
助成⾦額 指定機器１台につき２０万円

環境対応⾞ 

実施主体 ①ＣＮＧトラック ②ハイブリッドトラック︓協調（県ト協、国、全ト協）
事業内容 環境対応⾞を導⼊する際、種別に応じて、助成を⾏います。

申請期間（県ト協） 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21

対象 ①ＣＮＧトラック ②ハイブリッドトラック ③電気⾃動⾞ ④燃料電池⾃動⾞ 
 ＊令和 6.4.1〜令和 7.2.21 までに導⼊（⽀払）が完了するもの

助成上限 １事業者１両まで
助成⾦額 ①ＣＮＧトラック ②ハイブリッドトラック ③電気⾃動⾞ ④燃料電池⾃動⾞ ※お問合せ下さい。

アイドリング 
ストップ 
⽀援機器 

事業内容 別に定める対象機器の導⼊について、装置の機能に応じた助成⾦を交付します。
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21

対象機器・装置 ①蓄熱マット ②エアヒータ ③⾞載バッテリー式冷房装置

助成⾦額 
①蓄熱マット︓5,000 円 （全額︓県ト協） 
②エアヒータ︓機器価格の１/２ ＊上限 6 万円 （全額︓全ト協） 
③⾞載バッテリー式冷房装置︓機器価格の１/２ ＊上限 6 万円 （全額︓全ト協）

グリーン経営 
認証促進 

事業内容 グリーン経営認証制度において、認証・登録⼜は更新に要した費⽤のうち⼀部を助成します。
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21
助成⾦額 新規７万円、更新５万円＊費⽤の合計が各助成額に満たないときはその⾦額まで

信⽤保証料 
事業内容 セーフティーネット関連の信⽤保証協会融資にかかる保証料について、助成を⾏います。
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21
助成⾦額 保証料の１/２（県ト協︓１/4 全ト協︓1/4）※⼀年度⼀事業者あたり上限２０万円

免許等取得 

事業内容 会員がその従業員に対し、各種免許等を取得させる場合、助成を⾏います。
申請期間等 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 7.1.31 実績報告期限︓令和 7.2.21

助成⾦額 
準中型新規︓4 万円、準中型限定解除︓2 万 5 千円、特例教習︓受講費⽤(税抜)の 1/3(上限 10 万円)、 
⼤型・中型・けん引︓取得費⽤(税抜)の 1/2(上限:⼤型 15 万円、中型･けん引 10 万円)  
フォークリフト︓31 時間・35 時間講習 1 万円、11 時間・15 時間講習 ５千円

その他条件等 協会指定研修の受講（特例教習、フォークリフトを除く）

中⼩企業⼤学校 
事業内容 会員がその従業員等に対象となる中⼩企業⼤学校講座を受講させた場合、助成を⾏います。
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限令和 7.2.21
助成⾦額 受講料の２/３（県ト協１/３・全ト協１/３）

働きやすい職場 
認証取得促進 

事業内容 働きやすい職場認証制度において、新規認証取得⼜は認証継続にかかる費⽤のうち⼀部を助成します。
申請期間 申請期間︓令和 6.7.1〜令和 6.12.20 実績報告期限︓令和 7.2.21
助成⾦額 新規 3 万円、継続２万円＊費⽤の合計が各助成額に満たないときはその⾦額まで

運⾏管理者 
⼀般講習 

事業内容 会員がその運⾏管理者等に運⾏管理者講習（⼀般）を受講させた場合、助成を⾏います。
助成⾦額 受講者 1 名につき 3,200 円

令和６年度近代化基⾦推薦融資申込公募の実施について 
１．公募期間 

令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇〜令和 7 年２⽉２８⽇（期⽇厳守） 
＊融資対象は、令和６年度（令和６年 4 ⽉ 1 ⽇〜令和７年 3 ⽉ 31 ⽇）に投資されるものに限ります。 

２．公募融資総枠︓６億円 
３．融資限度額︓各融資制度において、それぞれ定めます。 
４．融資利率︓商⼯中⾦所定の利率 
５．融資推薦対象者︓会員事業者及び協同組合等であり、商⼯中⾦と取引資格があるもの。 
６．取扱⾦融機関︓商⼯中⾦（⻑崎⽀店、佐世保⽀店）及び商⼯中⾦の代理店である信⽤組合 
７．融資対象資⾦について︓消費税は対象となりますが、その他の税⾦、登録費⽤、保険料等は対象外です。 
８．各融資制度の詳細は下表にてご確認下さい。 

＊協会ＨＰ（http://www/nata.or.jp）の助成事業ページにて申込書のダウンロードが可能です。 
⼀般融資 ポスト新⻑期融資

①融資対象事業 
・物流施設・福利厚⽣施設の整備に要する資⾦ 
・事務機器の購⼊、設備の補修・改修に要する資⾦ 
・荷役機械購⼊に要する資⾦   ・⾞両購⼊及び架装に要する資⾦ 
※運転資⾦は対象外です 

②融資推薦限度額 
・会員事業者︓２，０００万円 
・協 同 組 合︓４，０００万円（⼀事業者あたり 2,000 万円） 
※再融資の際、融資限度額から既往の融資残⾼を控除した額の範囲内での

推薦となります。 

③利⼦補給率︓０．５％ 

④償還期間︓１０年以内（⾞両は５年以内とする） 

⑤必要な添付書類︓⾒積書原本等（施設の場合は、別途平⾯図・⾒取図等）

①融資対象事業 
ポスト新⻑期規制⾞導⼊に要する資⾦（代替えを伴う必要はありません） 

②融資推薦限度額 
・会員事業者︓４，０００万円 
・協 同 組 合︓４，０００万円（⼀事業者あたり 2,000 万円） 
※再融資の際、融資限度額から既往の融資残⾼を控除した額の範囲内での 

推薦となります。ただし、ＮＯｘ融資(受付終了)の残⾼を引継ぎます。 

③利⼦補給率︓０．５％ 

④償還期間︓５年以内 

⑤必要な添付書類︓⾒積書原本等 
 
 

９．その他︓制度利⽤にあたり様々な注意点がありますので、必ず申込み前に協会までご相談下さい。 
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適性診断（初任･適齢）及び安全運転研修について 
 
令和６年度に実施する適性診断（初任・適齢）及び安全運転研修（講習）は下記のとおりです。 
お申込については直接各実施機関へ行って下さい。 
講習の受講料は無料（協会が全額助成）となりますが、各講習会の受講者数に制限がありますのでご注意下さい。 

【 適性診断（初任・適齢） 】 ＊開催予定表A  
  ①開催場所・講習実施機関︓新西海自動車学校東長崎事務所（長崎県トラック協会研修会館） 

②診断日︓毎月（２月,３月を除く）※開催予定表A参照 
  ③備考︓特定の運転者（新たに運転者として選任した者、６５才以上の運転者）が対象となる適性診断 

【 初任運転者向け 】 
・初任運転者特別指導講習会 ＊開催予定表B 

  ①開催場所・講習実施機関︓新西海自動車学校東長崎事務所（長崎県トラック協会研修会館） 
②講習日程︓2日間（年10回開催予定） 

  ③備考︓指導監督指針内容（12項目15時間）による座学（一部実車を用いた内容含む）での講習 

・安全運転研修（初任運転者コース） ＊開催予定表D 
  ①開催場所・講習実施機関︓おんが自動車学校（福岡県）  

②講習日程︓2日間（年５回開催予定） 
  ③備考︓指導監督指針内容（12項目15時間）及び安全確保に資する内容を含む実技を中心とした講習 

【 一般運転者向け 】＊開催予定表D 
・安全運転研修（一般運転者コース） 

  ①開催場所・講習実施機関︓おんが自動車学校（福岡県）  
②講習日程︓2日間（年５回開催予定） 

  ③備考︓指導監督指針内容（12項目）及びより安全確保に資する内容を含む実技を中心とした講習 

【 高齢運転者向け 】＊開催予定表C 
・高齢運転者安全運転研修 

  ①開催場所・講習実施機関︓新西海自動車学校（西海市）  
②講習日程︓１日間（年１回開催予定） 

  ③備考︓高齢運転者における安全運転意識向上及び運転技術の改善を図るための講習   
※おんが自動車学校で開催する研修では、一部内容が初任運転者、一般運転者の同時受講となります。 
 
開催予定表                     

※行事等により日程が変更となる場合があります。 ※全ト協指定コースについての詳細は協会へお問合せ下さい。  
お問合せ先 

長崎県トラック協会（担当︓佐藤・川浪）︓ＴＥＬ 095－838－2281／ＦＡＸ 095－839－8508 
新西海自動車学校 （担当︓横坂・植田）︓ＴＥＬ 0959－27－0136／ＦＡＸ 0959－27－1778 
おんが自動車学校 （担当︓江頭・山口）︓ＴＥＬ 093－293－2359／ＦＡＸ 093－293－2427 

 診断・講習種類 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月

A 適性診断（初任･適齢） 23・24 22 25・26 10 20・21 18 1・2 20 9・10 15 

B 
(新西海)初任運転者 
特別指導講習会 

25～26 23～24 27～28 11～12 22～23 19～20 3～4 21～22 11～12 16～17

C 高齢運転者安全運転研修      11     

D 
(おんが) 一般･初任運転者

貨物運転者研修 
 25～26  6～7  14～15 19～20   25～26

全

ト

協

指

定 

一般・初任運転者 13～15  22～24     16～18  18～20

添乗・指導管理者  18～20  20～22       

一般・事故再発防止       26～28    
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申 込 書
（適性診断・初任運転者特別指導講習）

申込日 令和 年 月 日

事業所名
（ フ リ ガ ナ ）

（営業所名）

〒 －

事業所住所

申込責任者名

連絡先（ ） （ ）
※受付完了後に「受付済」の印を押して返信 をしますので必ずご記入下さい。

 
 フ リ ガ ナ

適 性 診 断

診断種類に☑

受診日を記入

初 任 講 習

受講日を記入

☆適性診断受診日時

自動車学校記入欄
受 講 者 氏 名

生 年 月 日 年齢

１

□初任 □適齢

（ 月 日 ）

□受診しない

□受講する

月 日～ 月 日

□受講しない

月 日

時 分開始

昭和・平成 年 月 日 歳

２

□初任 □適齢

（ 月 日 ）

□受診しない

□受講する

月 日～ 月 日

□受講しない

月 日

時 分開始

昭和・平成 年 月 日 歳

３

□初任 □適齢

（ 月 日 ）

□受診しない

□受講する

月 日～ 月 日

□受講しない

月 日

時 分開始

昭和・平成 年 月 日 歳

【実施場所】 長崎県トラック協会研修会館 （新西海自動車学校東長崎事務所）

所在地：長崎市松原町２６５１－３

【適性診断お申し込みの方】
※「受診日時」は原則として申込順に自動車学校が決定し通知いたします。
※開始時間 分前にはお越しください。尚、時間に遅れた場合は受診できません。（受診時間は約 時間）
○持 参 品 ①運転免許証 ②受診料金 事業所負担 円 （残りは県トラック協会の助成となります）

【初任講習お申し込みの方】

○受付時間 ８：３０～ ９：００
○講習時間 ９：００～１７：３０
○持 参 品 筆記用具、ヘルメット及び手袋 （ 日目のみ必要）
○そ の 他 ・昼食（弁当）を希望される方は当日に受付いたします。

・申込期限は、開催日２日前 （ただし、定員になり次第締め切りとなります）

☆ウイルス感染対策については各人でマスク着用等行って下さい。

 
 

 
送信先 ０９５９ ２７ １７７８

※ 

（ 受 付 済 印 ）

新 西 海自動車学校
申 込 先

※実施場所ではありませんのでお間違いのないようお願いします

西海市西彼町上岳郷１２３８－３

０９５９ ２７ ０１３６

 

ＦＡＸ



貨物自動車ドライバー等安全運転研修 申込書 

【ドライビングアカデミーＯＮＧＡ（おんが自動車学校）用】 
 
公益社団法人 長崎県トラック協会長 殿 

会社住所 〒   - 

会社名称  

営業所名  

代表者名  

担当者名  担当者携帯  

連 絡 先 TEL FAX 

 弊社（店）従業員に対する安全運転研修を下記のとおり計画いたしましたので、申込書を提出致します。 
  

１．希望コース（希望するコースを１つ選び、選択欄に ○ 印を付けてください。研修日程は同じです。） 

№ 研 修 内 容 選択欄(〇印) 

1 一般運転者研修   2 日（13 時間）  
2 初任運転者研修   2 日（15 時間）  

  
２．受講者及び研修コース 

  ①希望研修コースは、上記１の 研修№ を記入してください。 
  ②受講者の日当交通費等については、助成の対象とはなっておりません。 

フ   リ   ガ   ナ 性

別 
年齢 生年月日 

採  用 
年月日 

希望研修コース 初任診断(希望者) 
別途診断料が必要です 受 講 者 氏 名 研修№ 講習日 

 男

女 

  

歳 

     年

 月  日

年

月  日
  

希望する・しない 

指導要領：要・不要 

 男

女 

  

歳 

     年

 月  日

年

月  日
  

希望する・しない 

指導要領：要・不要 

 
※交通費助成申請  該当地区に、☑印をつけてください。 

         □ 離島地区外：５千円   □ 離島地区（五島、上五島、壱岐、対馬）：１万円 

【 注 意 】 

 ※ 研修１回あたり１事業者２名まで 

※ 受講料（55,440 円）に係る助成金は協会から研修機関へ、交通費助成は会員へ交付します。 

※ 研修受講後は、速やかに実績報告書を提出して下さい。 

 ※ お申し込みは、当申込書を講習日の 10 日前までに、下記の研修施設へＦＡＸで提出してください。 

・ドライビングアカデミーＯＮＧＡ（おんが自動車学校）ＦＡＸ ０９３－２９３－２４２７ 

 ※ 研修のご案内は、研修日の 1週間前（前週の金曜日）にＦＡＸにてお送りいたします。 

 ※初任診断で指導要領（管理者用）がご必要な場合は別途、発行料金（２００円）をいただきます。 

                                                                                               
○事務処理欄（記入しないでください。）                    受付印 
 



　私の夫は、トラック運転手である。大型の
13ｔトラックで仕事をしている。一度仕事に出
てしまうと、週末まで帰れないことが多い非常
に過酷な仕事だ。
　大型に乗っていると心配は付きものであり、
朝の「いってらっしゃい」は、必ず「今日も無
事故で走れますように」と、願いを込めながら
言っている。
　テレビでふと事故のニュースが入る度、自分
の夫が事故を起こしたのではないかと気が気で
ないのである。トラックは事故を起こせば普通
自動車のように軽傷では済まないことが多く、
人を巻き込めば人を殺してしまう事故になりか
ねない。
　私には二人の子どもがいる。
二人とも男の子で車が大好き。
スーパーカーやショベルカー
など、一通りいろんな車を好
きになった中で、やはり一番
のお気に入りは「トラック」
である。パパの影響だろうか。
夫の乗っているトラックを道
路で見つける度に、「あっパ
パのトラック」と、指差して
見つめている。
　夫は、職業柄か普通車で運
転している時も、交通ルール
に厳しく、それを子どもにも
よく言い聞かせている。私が
運転し、夫が助手席に乗って
いる時なんて、まるで教習所の教官のように注
意される。
　特に厳しく見られるのは、一旦停止の標識で
ある。私だけでなく、よく高齢者ドライバーに
も多く見られるのが、この一旦停止線の前で止
まらず、そのまま交差点に入ってしまってから
停止してしまうという違反。
　近年非常に多く見られる違反運転だ。一旦止
まれば許されると思っている人も多いが、実際
は停止線で止まらないと非常に危険なのである。
急いでいるとついついスピードが出てしまい、
停止線を過ぎてから止まってしまうので夫によ
く注意を受ける。「停止線で止まらんと」と。
それを後ろの席でしょっちゅう聞いている子ど

もたちも「ママ、と・ま・れ」と言っている。
　自然と子どもたちも交通安全について学んで
いるのだ。標識を見つけては、夫は文字を読ま
せ、同時に意味を覚えさせている。
　おかげでまだ漢字も読めない、ひらがなでさ
え読むのがあやしい年齢の子どもたちが、あち
こちで標識を見つけるたび、「あっていしせん
だ」と、文字を読み、言葉の意味を何となく、
理解できているのである。
　子ども二人を連れてよく散歩に行くが、ヒヤ
リとすることがあった。慣れた交差点で、下の
子が走りながら標識を見つけ、いつも通り標識
を見て
「と・ま・れ」

と言いながら止まった直後…
勢い良く、右側から停止せず
曲がってきた高齢者ドライ
バーが軽トラで向かってきた。
ドライバーは、背が小さな子
どもが全く見えていなかった
ようで、そのまま気付かず走
り去ってしまった。
　私は背筋が凍った。もし、
子どもが標識を見つけず止ま
れていなかったら、確実に轢
かれていただろう。相手はス
ピードを出したまま勢い良く
曲がってきたのだ。怖かった。
子どもも驚いたようで、目を
見開いたまま「あぶなかった」

と、つぶやいていた。
　本人も、停止線で止まることの大切さを、身
を以てわかっていたようだった。もちろん親の
私もである。そして同時に「パパ、ありがとう」
と思った。
　日頃から、夫が子どもや私に言い聞かせてく
れていたおかげである。
　その一件以来、子どもはもちろんだが、私も
ドライバーの時は、特に停止線や標識を気にし
て運転している。交差点に入る前に、必ず止まっ
てから徐行し交差点に進入している。夫の日頃
のぼやきを有り難いなあと思いながら、今日も
運転している。

（全国トラック交通共済協同組合連合会　令和 ５年度事故防止対策体験記最優秀賞入選作品）

ドライバー体験記

パパ、ありがとう
（岡山）㈱芦田商会

難波 明日香
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荷役作業安全ガイドライン説明会の
開催状況について

　陸災防長崎県支部では、令和 6年10月10日㈭長崎県トラック研修会館において標記説明会を開催し、

11名が参加しました。

　講師である陸災防本部の田畑裕司安全管理士により、荷役作業時における労働災害と事業者の責務

や防止対策、また安全教育と意識の向上や荷主との連絡調整等の実例を交えた説明があり、今後の労

災防止対策となる有意義な説明会となりました。

陸災防だより陸災防だより

田畑安全管理士

山田事務局長
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最大50万円（一部自己負担金あり）のレッカー搬送費用を負担いたします。
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長崎ちゃんぽん……………759円（税込）
かつ丼………………………792円（税込）
中華飯………………………770円（税込）
トンカツ定食………………979円（税込）
エビフライ定食 ………1，012円（税込）
カツカレー…………………913円（税込）

各種定食・丼物・中華など豊富に
取り揃えております

7時～20時30分までご利用できます
（オーダーストップ 20時）
※土・日曜日のみ14時30分（オーダーストップ 14時）

6，400円（税込）
4，800円（税込）「朝食付」

3，600円（税込）

〒854‐0063諫早トラックステーション
長崎県諫早市貝津町1051‐12

TEL0957‐26‐8228 FAX0957‐26‐8236

大人 480円（税込）「小学生以下無料」
12時～22時まで（冬季10月～4月）
9時～22時まで（夏季5月～9月）

12時～22時まで

（トレーラ含）

／【Ｌ：】Ｓｅｒｖｅｒ／トラック広報　トラックステーションご案内／00 2022.09.26 14.47.18 Page 3

8 ， ０ ０ ０
6 ， ０ ０ ０

4 ， 5 ０ ０

5 2 ０

8 5 ０
9 ０ ０
8 3 ０

1 ，2 ０ ０
1 ，3 ０ ０
1 ，０ ０ ０



分類 〇印欄 № 時　間 メディア 貸出可能数

1 21分 DVD 3

2 18分 DVD 3

3 21分 DVD 3

4 　初任運転者のためのトラックの安全運行 第4巻 ～危険予測運転の基本～ 21分 DVD 3

5 26分 DVD 1

6 18分 DVD 2

7 38分 DVD 2

8 22分 DVD 2

9 22分 DVD 2

10 30分 DVD 1

11 54分 DVD 1

12 　ドラレコ映像で学ぶ！事故の原因と対策 52分 DVD 1

13 25分 DVD 1

14 26分 DVD 1

15 29分 DVD 1

16 18分 DVD 1

17 21分 DVD 1

18 DVD 1

19 20分 DVD 1

20 DVD 1

21 22分 DVD 1

22 20分 DVD 1

23 DVD 6

24 27分 DVD 2

25 15分 DVD 1

26 DVD 1

27 DVD 1

28 　 一人でできる日常点検 17分 DVD 1

29 　 やっていますか安全点呼 18分 DVD 1

30    確実な点呼の実施方法 確認内容および留意点について 30分 DVD 2

31  ★ストップ！車輪脱落事故 ～タイヤ交換作業の手順と方法～ DVD 2

32 DVD 1

33  　睡眠時無呼吸症候群の早期発見、早期治療 24分 DVD 1

34  　熱中症はこわくない！ 30分 DVD 1

35  　受けよう、活かそう！ストレスチェック 15分 DVD 1

36 DVD 6

37 DVD 1

38 DVD 1

39   交通事故０を目指して　～第４３回全国トラックドライバーコンテスト～ DVD 1

40 　全国トラックドライバー・コンテストマニュアル　～運転技能・整備点検編～　 20分 DVD 6

41 DVD 1

42 DVD 1

43 DVD 1

※貸出確認

　　　　　本

※返却確認

　　　　　本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　（※の欄は記入しないでください）

事業者名

※受付

担当者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL:　　 　　　－　　　　　－　　　　　

※返却日

　　　　　　　／

貸出期間 　　　　　　年　　　　月　　　　日　 ～　　　　　　年　　　　月　　　　日　（ 最大2週間 ）

　運行管理者の責務と職務　～安全輸送は私が守る～

健
康
管
理

　事業用運転者における睡眠時無呼吸症候群（SAS)スクリーニングの重要性

そ
の
他

　引越の達人になろう

　上手な引越のコツ教えます

　交通事故０を目指して　～第４２回全国トラックドライバーコンテスト～

　もしもトラックがとまったら

　走れ！風になって未来へ～そして若者はトラックドライバーになった～

　未来への道　　～トラックドライバーからのメッセージ～

　高齢者を交通事故の被害者としないために！

　その時あなたにできること　～交通事故現場における応急救護処置～

　目指せ！危険物輸送のスペシャリスト～移動タンク貯蔵所の安全対策～

　 運転中自然災害が…地震・雨・雪道での危険回避 ①一般道路編

 　運転中自然災害が…地震・雨・雪道での危険回避 ②高速道路編

点
検
整
備
・
運
行
管
理

　日常点検及び雪道対策（大型トラック編・小型トラック編）

　大型トラック・バス 車輪脱落防止のための正しい車輪の取扱いについて

　トレーラ日常点検

　トレーラ定期点検整備のすすめ　より安全なトレーラ運行を目指して

　巻き込み事故 トラックの左折と死角

 　ドライブレコーダーからの警告！

 　安全なプロトラックドライバーを育てるマナーとモラル

 　安全なプロトラックドライバーを育てるマナーとモラル(応用編）

 　大丈夫ですか？高速道路の落下物

　 絶対にダメ！飲酒運転

ド
ラ
イ
バ
ー

教
育

　初任運転者のためのトラックの安全運行 第1巻 ～トラックドライバーの心構えと心得～

　初任運転者のためのトラックの安全運行 第2巻 ～トラックの構造的特徴と安全運転～

　初任運転者のためのトラックの安全運行 第3巻 ～心と体と安全運転～

　中型貨物車の安全知識

　大型トラックの安全運転

　大型貨物車の安全運転         

　エコドライブで安全運転　～省エネ運転のススメ～

　ヒヤリをなくして安全運転　～ヒヤリハット報告検討会の記録～

　 トラック運転者のための安全運転のポイント

教 材 用 Ｄ Ｖ Ｄ  貸 出 申 込 一 覧 表

　　　　　当協会では、トラックドライバーの安全教育に役立つよう下記のとおり教材用DVD等を用意しております。職場内研修等に

 　　　是非ご活用ください。（貸出中の場合がありますので事前にお問い合わせください）

　　　≪申込先≫ （公社） 長崎県トラック協会 （担当　本村、佐藤）　　TEL:095-838-2281　　FAX:095-839-8508

　　　　ご希望の教材に〇印をお願いします　　　　　※★は新たに追加したDVDです

題　　　　　　　　　　　名
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保ててる？
心にゆとりと

� 車間距離
（兵庫）㈱新宮運送

上田 三枝子
（全国トラック交通共済協同組合連合会　令和 5 年度事故防止対策標語優秀賞）

（公社）長崎県トラック協会

発　　行　　（公社）長崎県トラック協会
　　　　　　〒851－0131　長崎市松原町2651－₃
　　　　　　ＴＥＬ095－838－2281
　　　　　　ＦＡＸ095－839－8508

印 刷 所　　株式会社　昭 和 堂
　　　　　　諫早市長野町1007－₂
　　　　　　ＴＥＬ0957－22－6000
　　　　　　ＦＡＸ0957－22－6690

表紙写真：いさはや灯りファンタジア　諫早市役所前中央交流広場やアエル中央商店街周辺
毎年冬に開催、みんなで創って、みんなで楽しむ市民創造型のイベントです。
諫早に灯りがともる、ファンタジックでウキウキなイベント。スペシャルナイトでは、ボランティアの手作り灯明で
創る「巨大地上絵」が市役所前に出現！諫早市役所本館９階から眺める地上絵は絶景です。諫早の美味しいもの大集
合グルメ屋台や、地域のミュージシャンやパフォーマーの舞台イベントも楽しみながら、素敵な灯りを楽しめるロマ
ンあふれるイベントです！
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